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時の円滑な復旧対策のため、優先度の高い地域を中心に地籍調査を早期に完了させる
必要がある。
　これらにより、調査の早期完了を目指すとともに、調査面積の拡充を図るため、事
業の外注化も検討する必要がある。
　また、入野地区土地区画整理事業の凍結により、大方地域中心部の住環境整備は停
滞しているが、国道 56 号大方改良事業の進捗と歩調をあわせ、全庁的なプロジェク
トチームを組織し、庁舎移転、商業地の集積、農用地の整備及び宅地造成など、高度
な土地利用を図るとともに、自然環境保全やユニバーサルデザインによる、人にやさ
しいまちづくりが課題である。

（１）地籍調査の推進
地籍調査事業の早期完了を目指すとともに、地籍調査（一筆地調査）の外注化を検討し、
進捗率の向上を図る。また、地籍調査で整理された土地データを適正に管理し、各種
プロジェクトの基礎資料として活用する。

（２）土地利用計画の整備
無秩序な開発行為を防ぎ、自然環境の保全を図りながら、高規格道路の整備、産業の
振興、公共施設の整備などを計画的に推進するために、「国土利用計画（黒潮町計画）」
を策定し、計画的な土地利用を図る。

（３）住環境整備の推進
住環境整備推進のため、関係住民、地権者、学識経験者及び行政などによる新しいま
ちづくりのための検討委員会を組織化し、機能的で自然を活かした、安全・安心のま
ちづくりを推進する。

（４）黒潮町庁舎の整備
黒潮町本庁庁舎は、合併に伴い狭くなったことや、国道 56 号改良工事の法線上にあり、
庁舎の移転が求められている。庁舎移転準備会で素案を策定し、黒潮町庁舎移転建設
検討委員会を設置して検討をする。

②道路・交通網

　本町の交通網は、土佐くろしお鉄道中村線と国道 56 号を基幹とし、主要地方道３
路線、一般県道６路線及び町道 477 路線が有機的に結びつき、住民の日常生活や経
済活動に寄与している。
　これら、道路交通網については、高速道路の早期完成を含め、国・県に積極的な要
請を図る必要がある。
　佐賀地域においては、2004（平成 16）年に都市計画決定された自動車専用道路
窪川～佐賀間 17.3 キロメートルの内、片坂バイパス難所区間 6.1 キロメートルを
2006（平成 18）年度に現地測量・設計に着手し、早期完成に向けて進めているとこ
ろであり、高規格道路の延伸とインターチェンジ整備を絶好の契機ととらえ、地元と
の協力体制を整備し、地域資源を活用したまちづくりを進める必要がある。
　大方地域の国道 56 号については、一部区間においては歩道の新設拡幅などによる
安全面の確保はできたが、入野地区は、歩道もなく道路幅員も狭くて、歩行者や運転
者にとっては非常に危険な状態である。また、通行量の増加により、朝晩の通勤など
の時間帯には渋滞も生じている。
　このため、地域住民並びに道路利用者の安全確保と、交通渋滞を解消する必要があ
ることから、歩道を完備した国道 56 号大方改良の早期建設が急がれる。
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　町道、農道及び林道などの道路整備は、新設・改良による整備と維持管理による整
備とに区分されるが、町道の新設・改良整備については、山間地域への幹線道路が未
整備のため、通勤・通学及び農業生産物などの流通に時間を要している現状である。
道路整備を促進し、地域の活性化や生活の向上を目指す必要があり、「黒潮町道路・
交通網整備計画」を策定して、橋梁と共に計画的な事業の推進が課題である。
　また、現存の道路についても、路面・路側・側溝が老朽化しており、地域との協働
による維持管理を図り、生活環境の改善を推進することが必要で、今後も農道、林道
及び部落道については、関係機関と連携をしながら整備促進を図ることが課題である。

施 策 の 体 系 ■黒潮町道路・交通網の整備
町道整備計画の推進
農道整備計画の推進
林道整備計画の推進
橋梁整備計画の推進

■道路・交通体制の整備
高速・高規格道路の延伸促進
国道56号改良促進
県道の整備促進

道
路
・
交
通
網

黒潮町内の道路概要
黒潮町役場調査より

国道

県道

町道（大方）

町道（佐賀）

1

9

310

167

総延長(km)

35.5

路線数

86.6

58.6
147.3

（平成20年4月）

（１）黒潮町道路・交通網の整備
町道、農道及び林道については「黒潮町道路・交通網整備計画」を策定し、計画的に
整備を推進する。

（２）道路・交通体制の整備
高速・高規格道路の延伸及び国道 56号の改良を積極的に推進するために、地元との
協力体制を図り国・県に要請する。また、県道の整備を働きかけるとともに、整備計
画に基づき、山間地域の幹線道路を、交通量や地域生活実態に合わせた道路規格によ
る早期改良整備を図る。さらに、観光客や人を導くサインの整備や情報発信施設の整
備も図る。

③公共交通

　自家用車の利用率が高まり、公共交通の利用者は減少の一途にあるが、高齢化と過
疎化の著しい本町においては、住民生活における移動手段の確保は、避けて通ること
のできない大きな課題である。
　本町では、地域の公共交通を維持するために、委託事業者の赤字分を補助金で支援
しているが、町の財政状況は厳しさを増しており、公共交通の維持と財政負担の板ば

現況と課題

施策の体系

主要施策
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さみになっている。
　しかしながら、地区別懇談会の中では「一週間に一度で良いから利用できる公共交
通機関が欲しい。」などの切実な声も聞かれた。今後一層進展する高齢化に伴い、自
らの移動手段を持つことのできない「交通弱者」の増加が予想され、多様な移動手段
を確保することが求められていることから「黒潮町地域公共交通総合計画」を策定し、
総合的な公共交通網の整備を図る必要がある。

「黒潮町地域公共交通総合計画」を策定し、地域の実情に応じた効率的・効果的な運
行形態及び移動手段の確保を図る。また、民間福祉施設との連携を進め、地域への施
設開放などを要請するとともに、高齢者や障がい者などを対象とした福祉有償運送事
業の適正な運用を推進するとともに、土佐くろしお鉄道中村・宿毛線及びバス路線の
利用を促進する。

④情報通信網

　都市と地方の格差が問題になっている中で、デジタルデバイド（情報格差）は特に
大きな課題である。
　本町においても、告知放送による防災対策や福祉サービス、就労対策、文化振興な
どのさまざまな分野で、地域における情報通信のインフラ整備が不可欠であり、町内
全地域で、いつでも、どこでも、何でも、誰でも、あたりまえに情報が得られ発信で

きる環境の整備が課題である。
　また、電子地図上でデジタル化された地理空間情報を一体的に処理して視覚的な表
現や高度な分析を行うＧＩＳ（地理情報システム）※の整備を促進し、町の保有する
膨大な行政情報を共通の基図上に集約・共有化し、効率的に活用することも求められ
ている。

（１）黒潮ユビキタスネットワークの整備
町内全地域で、いつでも、どこでも、何でも、誰でもあたりまえに情報が得られ、ま
た発信できる環境の整備を推進するために、町内全地域ＣＡＴＶ網※の整備、ブロー
ドバンド化と携帯電話不感知地域の解消を図る。

（２）ＧＩＳ（地理情報システム）の整備
複数の部署が利用する地図データ（道路、都市計画区域、農業振興区域、建物、河川
など）を各担当部署が供用できる基図として整備し、地図データの整備に係る重複投
資の防止、情報共有による行政の効率化、ハザードマップ※の提供による住民サービ
スの向上など、様々な行政分野で活用できる横断的な地理情報システムを構築する。

施 策 の 体 系 ■黒潮町地域公共交通総合計画の推進

公
共

 

交
通

総合的公共交通システムの構築
福祉有償運送事業の推進
土佐くろしお鉄道中村・宿毛線及びバス路線の利用促進

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

※ＧＩＳ
地理情報システムは、地理的な位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータを総合的に管理・加工して視覚的に
表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術
※ＣＡＴＶ
通信ケーブルを各家庭まで敷設することで、多チャンネル・双方向のテレビ放送を行うシステム
※ハザードマップ
自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの

施 策 の 体 系 ■黒潮ユビキタスネットワークの整備

情
報

通
信
網

地上デジタル放送施設整備の推進
通信ブロードバンド整備の推進
携帯電話不感知地域の解消施策の推進

■ＧＩＳ（地理情報システム）の整備
行政地理情報の集約・共有化の推進

現況と課題

施策の体系

主要施策
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（１）地域防災対策の推進
住民の生命、身体及び財産を災害から守るために「黒潮町地域防災計画（一般編・震
災編）」「黒潮町水防計画」を基本とし、防災行政無線などの整備や消防防災体制の整
備を推進し、地域防災力の向上を図る。また、近い将来に発生が予想される南海地震
については、アクションプランの作成と訓練を通じて、住民や職員への周知徹底を図
る。また、武力攻撃事態などに対しては「黒潮町国民保護計画」に基づいた国民保護
措置を総合的に推進する。

（２）黒潮町防災拠点の整備
南海地震の発生により、孤立化の恐れのある町の防災拠点を強化するため、黒潮消防
署移転建設検討委員会を中心に移転場所の候補地を選定し、黒潮消防署の早期移転を
図る。

②消防・救急

　本町における消防組織は、幡多中央消防組合及び黒潮町消防団をもって編成されて
いる。
　消防組織は火災時の消火活動をはじめ、地震や風水害への対応、地域に密着したき

施 策 の 体 系 ■地域防災対策の推進
黒潮町地域防災計画（一般対策）の推進
黒潮町地域防災計画（震災対策）の推進
黒潮町水防計画の推進
黒潮町国民保護計画の推進

■黒潮町防災拠点の整備
黒潮消防署の移転

防
災

４. 安全な生活の確保
①防災

　本町は、災害が発生しやすい自然条件下にあることから、県とともに、これまで防
災対策に努めてきた。
　今後も立地条件や気象などの自然的要因や少子・高齢化、生活スタイルの変化など
の社会的要因を踏まえて、過去の被災履歴と想定される被害を科学的に分析すること
により、住民の生命、身体及び財産を守るため、防災関係機関、事業者及び住民が一
体となり、とりわけ人的被害の発生を抑えるため、未然に防ぐ予防対策と被害を軽減
する減災対策が求められている。
　高知県内は南海トラフを震源とする地震に、100 年～ 150 年の周期で繰り返し襲
われており、地震による家屋の倒壊や津波により、多大な人命及び財産を失ってきて
いる。
　このため、本町においては ｢生命の安全確保｣ を最優先に考え、防災関係機関、事
業者及び住民が一体となって、津波避難対策、災害に強い人づくり・地域づくり対策
などのソフト事業を優先しながら、それを補完するものとして建築物の耐震化など効
果的なハード事業を推進し、減災に向けた施策の一層の充実を図る必要がある。
　また、現黒潮消防庁舎は、その立地場所から想定して、南海地震が発生した場合に
は致命的な被害を受け、町の防災拠点としての機能を果たせないことが予想され、早
期の移転が課題である。
　過去に発生した南海地震は、東海地震や東南海地震と同時に発生する場合のほか、
数時間から数年の時間差で発生している。このため、こうした発生パターンの相違に
よる被害の多様性を考慮するとともに、被害の広域性や被災による各地の孤立化など、
災害と地域の特性を踏まえた対策を進めていくことが課題である。

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策
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（２）救急・救命活動の充実
幡多中央消防組合と連携し、救急体制の整備を図るとともに広く救命技術の普及に向
けた活動を推進する。

③交通安全

 　急速に進む高齢化や経済社会情勢の動向に伴い、交通死亡事故の当事者となる比
率の高い高齢者人口の増加、中でも高齢者の運転免許保有者の増加は、交通事故の発
生割合に大きく影響を及ぼすことが想定される。
　また、高速交通網の整備により、地元以外の車の流入が多く見込まれ、幹線道路で
は交通量の増加が予測される。このような社会情勢を考えると、道路交通環境の整備
や交通安全思想の普及徹底などの対策を積極的に推進し、事故防止に努めることが課
題である。

め細やかな予防活動及び啓発活動など幅広い分野で活躍し重要な役割を果たしている。
　また、消防団の資質の向上はもちろんのこと、女性防火クラブの育成、住民一体と
なった防火運動の展開などの取り組みも重要な課題である。
　本町における救急業務は、四万十市と黒潮町で組織している幡多中央消防組合で
行っている。その中でも、黒潮消防署では、黒潮町での救急搬送の大部分を担ってお
り、年間約 500 回の出動件数となっている。搬送先は、四万十町、四万十市及び宿
毛市が多い。　
　近年では、四万十市立市民病院への救急搬送ができにくい状況になり、宿毛市にあ
る幡多けんみん病院への搬送が増えている。黒潮消防署には、救急車が 1 台しか配
備されていなく、これから高齢化が進展していく中、救急搬送件数が増加することが
考えられ、新しい救急体制を構築することが課題である。

（１）消防活動の充実
住民への防火意識を高めるため、防火に関する啓発活動を行い、防火思想の普及を図
る。また、幡多中央消防組合と連携し、定期的な消防訓練を実施するとともに、基礎
訓練及び幹部訓練を充実させ、消防団の育成強化を図り、消防力と消防体制の強化充
実を図る。消防施設面では、消防車両の強化や装備の充実、地震に備えた耐震型防火
水槽の設置、消火栓などの消防水利の整備や保全、消防の広域化を睨んだ消防無線の
デジタル化の整備、各種消防資機材の整備を図る。

施 策 の 体 系 ■消防活動の充実
防火意識の高揚施策の推進
消防体制の整備

■救急・救命活動の充実
救急・救助体制の整備

消
防
・

救
急
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黒潮町内発生の人身事故数
中村署交通課より

51

45

5959
616262

59

78

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策
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交通事故のないまちづくりのため、関係機関と連携し、道路環境の整備や交通安全思
想の普及を図る。人が優先の安全で安心できる歩行空間の整備をめざし、通学路など
の歩道整備やバリアフリー化を推進し、交通事故防止のために機能分担された道路網
の整備を推進する。また、信号機の改良、その他交通安全施設の整備を行うことによ
り死傷事故の抑制を図る。

④消費生活・防犯

　社会経済の発展に伴い、人々の暮らしは便利になり、パソコンや携帯電話などを利
用して、さまざまな商品の購入や各種サービスの利用ができるようになった。しかし
ながら、それと同時に、契約内容をめぐるトラブルの発生や、個人情報の流出による
架空請求などの被害が増えてきている。
　また、高齢者や障がい者をねらった訪問販売、住宅のリフォームを装った点検商法、
催眠（ＳＦ）商法などの悪質商法による被害も後を絶たない。このため、住民の消費
活動を保護し、安全・安心な生活を送れるよう、情報の提供に努めるとともに相談、
苦情処理など、消費者への支援体制を関係機関と連携し、地域ぐるみで整備すること
が課題である。

（１）防犯計画の推進
住民の防犯意識を高めるため、関係機関と連携しながら、犯罪発生に関する情報の提
供を密に行い、防犯教育の推進に努める。また、防犯条例を整備するとともに、警察
と連携し、地域防犯組織や青少年育成組織など、地域ぐるみで防犯組織体制を確立す
る。夜間の安全を確保するため、防犯灯の設置を推進する。

（２）消費者保護対策の充実
住民一人ひとりの消費行動を支援するため、広報誌やさまざまな機会を通じてＰＲや
啓発活動を展開し、消費者意識の高揚を図るとともに、賢い消費者の育成に努める。
また、地域包括支援センター、社会福祉協議会及び消費生活センターと連携をとりな
がら、多様化する消費生活トラブルの相談や苦情に、的確かつ迅速に対応できる体制
の構築を図る。

施 策 の 体 系 ■交通事故のないまちづくり計画の推進
交通安全意識の高揚施策の推進
道路交通環境の整備交

通

 

安
全

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

施 策 の 体 系 ■防犯計画の推進
防犯教育の推進
地域ぐるみで防犯組織体制を確立
防犯灯の設置

■消費者保護対策の充実
消費者意識の高揚
相談窓口の整備

消
費
生
活
・

防
犯
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１. 地域コミュニティの充実

　急速に進む少子・高齢化に伴い、中山間地域の集落人口は激減をしている。
　これらの集落には、経済的発展に結びつく産業は少ないが、地域ごとの文化や歴史
があり、特に高齢者には計り知れない知恵や技が残されている。しかし、その多くは
埋もれたままである。これらの地域の歴史や文化及び人々の知恵や技を顕在化させ、
資源として活用し集落の活性化を図ることが課題である。
　また、町内には多くの空き家が存在する。空き家が多くなると地域の景観を損ね、
町全体にさびれた暗いイメージを持たせることになる。近年、サーフィン人気や田舎
でのスローライフ嗜好から、空き家を求めた問い合わせが多く寄せられるようになっ
ている。これらのマッチングによる移住促進を行うことは、町内の空き家の数を減ら
すとともに、年々減少している人口を少しでも食い止めるのに効果的である。空き家
を地域資源ととらえ、より一層の情報収集及び事業の推進が課題である。

（１）移住促進計画の推進
空き家情報の収集・管理を充実するとともに、黒潮町移住者住宅支援協議会を中心と
した移住希望者窓口システムの充実を図る。

（２）集落活性化の推進
それぞれの地域で「地域づくり計画」を策定し、地域の資源を活かしながら、集落の
魅力づくりと活性化を図る。

２. 広報公聴活動の充実

　2007（平成 19）年に実施した「住民意向調査」の結果、住民が町からの情報を入
手する方法として最も比率の高かったのが広報誌であることから、その重要性が確認
できるとともに、より一層住民に親しまれる紙面づくりが求められている。現在の広
報誌は、行政内の広報公聴委員会を中心に編集を行っているが、住民主体の制作組織
の育成を推進し、広報が読み物として楽しめ、親しまれる紙面づくりを目指すととも
に、インターネットを活用した広報の充実も図っていくことが課題である。
　黒潮町公式ホームページについては、ユーザビリティ※及びアクセシビリティ※に
配慮し、住民が知りたい情報が的確に得られるシステムの構築を図っていくことが課
題である。

第５章　ふれあい豊かでみんなが　 主役のまちづくり（参加と協働）

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

施 策 の 体 系 ■移住促進計画の推進
空き家の活用推進
移住希望相談窓口の充実

■集落活性化の推進
地域づくり計画の推進

地
域

コ
ミ
ュニ
テ
ィ

の
充
実

現況と課題

施策の体系

主要施策

※ユーザビリティ
ソフトウェアや Web サイトの「使いやすさ」のこと。様々な機能に、なるべく簡単な操作でアクセスできることや、使っ
ていてストレスや戸惑いを感じないことなどが、優れたユーザビリティにつながる。
※アクセシビリティ
さまざまなシステムへのアクセスしやすさ、接近可能性などの度合いを示す言葉
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広報誌及びインターネットでの行政情報提供（ホームページの情報更新）の民間業務
委託（アウトソーシング）を推進し、より地域に親しまれる広報の編集及びホームペー
ジの構築を図る。また、自主財源の確保、町内商工業者の育成と振興及び生活情報の
提供のため、広報における有料広告の推進を図る。

３. 住民参加の推進

　本来のまちづくりは、住民が日常生活の中で主体的に行ってきたことであり、相互
扶助の中で培われてきたものであったが、行政が住民の要望をできる限り汲み取って
きた結果、行政における業務の肥大化と財政の増大・硬直化が進行してきた。これか
らは「まちづくりの主体は住民である」という住民自治の原点に立ち返り、行政と住
民の役割を明確にしながら、住民一人ひとりが自ら考え行動するまちづくりを進めな
ければならない。
　そのためには、行政と住民の新しいパートナーシップを確立し、住民との協働によ
る公共サービスを提供していくことが課題である。

自分たちの住む地域はまず自分たちで主体的に考え、主体的に地域づくりを行おうと
する地域の人材育成と、住民が発する多様な信号をキャッチできる感性と、その信号
に的確に応じることのできる能力を高め、既成の枠にとらわれず、住民と協働して行
動できる職員の育成を図る。

４. 人権文化のまちづくり

①人権教育・啓発

　 「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等
である。」という世界人権宣言の理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法におい
ても法の下の平等及び基本的人権の保障について定められている。しかし、現実に
は同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、ＨＩＶ感染者等、外国人
等に対する人権侵害の問題が依然として存在しており、本町が 2005（平成 17）年・
2006（平成 18）年に実施した「人権問題に関する意識調査」でも人権侵害が未だに
存在するという実態が明らかになっている。そのため、今後も「黒潮町人権施策基本
方針」に基づいて、あらゆる人権課題の解決に取り組んでいかなければならない。

施 策 の 体 系 ■協働のまちづくり計画の推進
黒潮町職員地域担当制の推進
地域づくり計画の策定・実施住

民
参
加
の

推
進

施 策 の 体 系 ■広報公聴計画の推進
広報紙の充実
ホームページの充実広

報
公
聴
活
動

の
充
実

施 策 の 体 系 ■あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進
就学前における人権教育の推進
学校における人権教育の推進
家庭、地域における人権教育・啓発の推進
職場における人権教育・啓発の推進

■住民参加型の効果的な教育・啓発活動の推進
黒潮町人権教育研究協議会の支援

■継続的な情報発信の推進
広報誌・ホームページの活用
教育・啓発資料の作成

■指導者等人材育成の推進
特定の職業に従事する者に対する人権教育の推進
人権教育推進講座の推進

人
権
教
育
・
啓
発

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策
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（１）あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進
家庭、保育所、学校、地域社会及び職場などのあらゆる場を通じて、人権教育・啓発
を推進する。

（２）住民参加型の効果的な教育・啓発活動の推進
「黒潮町人権教育研究協議会」の活動を支援し、行政と住民の協働による教育・啓発
を推進する。

（３）継続的な情報発信の推進
広報及び黒潮町ホームページの効果的な活用を図るとともに、住民が親しみやすい啓
発冊子の作成を行い、人権に対する正しい知識の普及に努める。

（４）指導者等人材育成の推進
公務員、教職員、消防職員、保健、医療、福祉関係者などは、日頃から人権の擁護に
深い関わりを持つ職業に従事しており、その職務の性質上、人権に配慮することが求
められている。今後とも人権尊重の理念の浸透が図られ、効果的な人権教育・啓発が
行われるよう積極的な支援に努める。また、人権教育推進講座などを行い、各地域や
企業などの各職場から指導者の育成を図る。

②人権擁護

　人権侵害を受けた被害者への救済については、国の人権擁護推進審議会において、
人権が侵害された場合に、迅速かつ簡易な方法で救済ができるよう、新たな人権救済
制度の創設が答申されたが、まだ成立しておらず人権救済制度の確立が課題となって
いる。そういう中で、本町としては「黒潮町人権施策基本方針」に基づいた対応を推
進し、住民の人権擁護に努めなければならない。

人権尊重の社会づくりを進めるためには、人権が侵害された場合の救済制度の構築が
不可欠であり、早期の制度創設と適切な運用を国に要望する。また、人権救済・保護
に関する人権擁護委員の活動は重要であり、人権擁護委員が行う資質向上のための研
修、人権啓発活動及び相談活動について支援する。人権課題ごとの相談窓口を明確に
し、専門的な相談機関への紹介やその後のフォローアップを行うなど、住民からの人
権相談が円滑に行われるよう努めるとともに相談支援活動を充実させ、すべての人が
安心して生活できるよう、権利擁護への取り組みを推進する。

③男女共同参画

　男女平等をうたった日本国憲法が制定されて、半世紀あまりが過ぎているが、依然
として性別で役割が固定的にとらえる意識が根強く、そのことによる男女間の不平等
が、暮らしのさまざまな場面に残っている。
　また、セクシュアル・ハラスメントや配偶者間などの暴力行為などの人権侵害も問
題となっている。こうした問題を解決し、男女が性別にかかわりなく、一人の人間と
して尊重され、共にその個性と能力を発揮できる男女共同参画社会づくりが必要であ
る。本町においては、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的
な計画の早期策定が課題である。

現況と課題

施策の体系

主要施策
現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

施 策 の 体 系 ■人権救済・保護システムの充実
人権擁護委員活動の支援
人権相談の充実・強化
権利擁護への取り組みの推進

人
権

 

擁
護
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男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を策定し、地域
活動やさまざまな分野へ男女が共に参画し、個性や能力を発揮できる仕組みづくりや
環境づくりを図る。また、ＮＰＯ法人などの各種団体との連携により、男女共同参画
推進体制を整備するとともに、男女共同参画意識の高揚を図る。

５. 計画的行政運営の推進

①行政改革・行政評価

　本町は、2006（平成 18）年３月に大方町と佐賀町が合併し、新たに黒潮町として
スタートした。
　合併前の両町においても行政改革大綱を策定し、行財政の健全化に向けた取り組み
を行ってきたが、地方財政を取り巻く環境は、地域間格差により長期化する不況や、
国が進める三位一体の改革により地方交付税が大幅に削減され大変厳しいものとなっ
ている。この合併を改革の第一歩ととらえ、合併効果を最大限に活かし、住民の参画
と協働による行財政運営を積極的に推進し、すべての分野において改革を進めるため

「黒潮町行政改革大綱」を策定し取り組みを進めている。
　集中改革プランは、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」
に基づき、地方公共団体が取り組む行政改革について数値目標などを示し、全地方公

共団体が策定・公表することを求められている。本町では、2009（平成 21）年度ま
での４年間で集中的に行政改革に取り組む方針と目標などをまとめた「黒潮町集中改
革プラン」を策定し、行政改革の着実な推進を図っている。
　合併時に統一できていなかった事務事業については、今後の方向性を早期に確定し、
合併時に定めた事務事業についても現状把握を進め、組織機構を含めて見直すべきと
ころは見直すことが必要である。
　住民が安心して行政サービスを受けられるよう、効果的で持続的な行財政運営を確
立するためには、コスト削減や職員配置の適正化など、これまで以上の行政改革が重
要になっている。そのために、政策や事業などの行政活動について、その必要性や効
率性及び成果などを一定の基準で、できる限りわかりやすい指標で評価する行政評価
システムの構築が課題である。
　また、基幹系及び情報系システムについては、限られた期限の中で、合併の為のシ
ステム統合を図る必要から、旧町のどちらかで使用していたシステムを採用し、合併
用にカスタマイズ※を施し運用をしていることから、法改正時や業務に応じたカスタ
マイズ、新規業務発生による新たなシステムの構築及び年間保守といった際に、現
在の契約先からの変更が困難な状況にある。レガシー（旧式）システム※から脱却し、
仕様を公開したオープンシステム※への移行を目指すことが課題である。

施 策 の 体 系 ■黒潮町行政改革大綱の推進
事務事業の見直し
組織機構の充実強化
定員管理の適正化
給与の適正化
職員の意識改革と職場の活性化
行政組織のスリム化

■効率的な行政運営計画の推進
行政改革推進審議会の設置
元気づくりワーキング委員会の設置
行財政改革推進本部の設置
行政評価システムの構築・実施

■情報化推進計画の推進
基幹系・情報系システムの再構築

行
政
改
革
・
行
政
評
価

※カスタマイズ
サービス内容や商品の性能、その他いろいろな設定値等を、利用者や顧客の意思に沿うよう変更すること
※レガシーシステム
企業などにおいて新規に開発・導入する情報システムに対して、それ以前から利用している既存のシステムのこと
※オープンシステム
様々なメーカーのソフトウェアやハードウェアを組み合わせて構築されたコンピュータシステムのこと

施 策 の 体 系 ■男女共同参画基本計画の推進
男女共同参画基本計画の策定・実施
男女共同参画意識の高揚
男女共同参画推進体制の整備

男
女

共
同

参
画

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策
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（１）黒潮町行政改革大綱の推進
以下を重点基本項目に設定し、集中改革プランを着実に推進する。

●行政の責任、経費負担の意義及び事業の効果などを検討し、事務事業の見直
を行う。
●無駄のない簡素で効率的な組織機構となるよう、常に検討・見直しを行い、組
織機構の充実強化を図る。
●定員管理適正化計画を策定し、定員管理の適正化を図る。
●国の人事院勧告及び県の人事委員会勧告を尊重し、その運用により、適正な
給与水準の維持に努める。
●行財政改革の取り組みの必要性と重要性について、全職員の意識改革の徹底
を図る。
●行政と民間との役割分担を明確にし、アウトソーシング※が可能な事務を特定
し、効率的で簡素な町政を実現するための検討を行う。また、本町の公共施設で、
可能な施設については、指定管理者制度の導入を検討する。

（２）効率的な行政運営計画の推進
行政改革推進審議会を設置し、行政改革大綱及び集中改革プランを策定する。行政改
革推進の体制づくりとしては、元気づくりワーキング委員会及び行財政改革推進本部
を設置し、課題と今後の対策を検討し、行政改革大綱及び集中改革プランを確実に推
進する。また、政策や事業などの行政活動については、その必要性や効率性、成果な
どについて評価し、適切な予算編成と総合振興計画の進行管理及び行政の透明性の向
上を図るために黒潮町行政評価システムを構築して運用する。

（３）情報化推進計画の推進
基幹系システムの全面的なリプレース※など、現システムの課題を整理し、費用対効
果を勘案した、基幹系・情報系システムの再構築を図るために検討委員会を設置する。
また、必要に応じて、外部アドバイザーを委嘱し、検討委員会の充実を図る。

②財政運営

　本町の人口推移は、年々減少傾向にあり過疎化に歯止めがかからない状況にある。
　国の三位一体の改革に加え、人口の減少は地方交付税額に大きな影響を及ぼすこと
になり、歳入の約半分を地方交付税に依存する本町の行財政運営は、今後さらに厳し
く困難なものとなることが想定される。
　また、実質公債費比率※は現在低い数値となっているが、経常収支比率※は非常に
高く、安全圏内といわれる 75.0 パーセントを大幅に超えている。今後実施予定の事
業をそのまま継続すると、実質公債費比率も高くなり、地方自治体として存続するこ
とが危うい状況になることが危惧されている。都市部では税収が伸びているが、本町
では所得が減少傾向にあって、税収の増も見込めない状況にあり、歳入では税収の確
保、遊休財産の有効利用及び受益者負担金・使用料など住民負担の増額協議も必要と
考える。歳出では、事務事業の再編・整理、廃止統合及び定員管理適正化による人件
費の抑制などの削減に努める必要がある。今後は、大規模な機構改革に加え、合併特
例債などの起債借入を含んだ事業の選択などが課題となっている。

財政運営計画（財政シミュレーション）により、健全な財政運営管理を図る。

③自主財源の充実強化

　住民が安心して豊かに暮らすためには、財源の確保は重要な課題である。その財源

※アウトソーシング
企業や行政の業務のうち専門的なものについて、それをより得意とする外部の企業等に委託すること
※リプレース
現在使用しているハードウェアやソフトウェアを、似通った機能を持つ別のハードウェアやソフトウェアに置き換えること

施 策 の 体 系 ■財政運営管理計画の推進
財政運営計画（財政シミュレーション）による
財政管理の推進財

政
 

運
営

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

※実質公債費比率
標準的な収入に対する借金返済額の割合で、この比率が 18 パーセント以上の団体は、地方債（借金）の発行に際し許
可が必要となり、25 パーセント以上の団体は地方債（借金）が制限される。
※経常収支比率
毎年経常的に支出される経費を毎年経常的に収入される一般財源 ( 自由に使えるお金）で割ったものである。低いほど自
由に使えるお金あることになる。
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④広域行政

　黒潮町は、旧合併特例法のもと、2006（平成 18）年 3 月に合併したが、直後に
第二期の地方分権改革がスタートし、国は将来の道州制の本格的導入に向けたビジョ
ンの検討を始めた。
　また、 高知県は 2007（平成 19）年 3 月「高知県市町村合併推進構想」を策定し、

「県内を６つの広域基礎自治体に再編することが望ましい」とした、広域合併推進の
方針を明確にした。これらの国や県の動向を注視していくことが必要である。
　国の三位一体の改革が推進され、地方財政はますます厳しくなる一方、住民ニーズ
は多様化かつ専門化し、また、ライフスタイルの変化による生活圏の拡大は確実に進
んでいる。これは、近隣市町村においても同様であり、それに対応し「誰もが、安全
で安心して暮らしていくための基本的な行政サービス」を提供するためには、広域連
合や一部事務組合による広域的な事業の展開を図るとともに、地域の力や住民の力を
最大限に発揮でき、住民と行政の協働による自治体内部システムの構築が課題である。

各広域連合や一部事務組合の推進施策に対しての協力及び連携を図る。また、黒潮町
のまちづくりと平行して、道州制に向けた国の動向や高知県市町村合併構想に留意し
ながら近隣自治体と協議連携を図る。

のひとつである税は、共同社会を維持していくために住民一人ひとりが公平に負担す
べきものである。税務行政の基本は、公平な税負担であり細やかな調査による賦課が
重要な課題である。しかし、本町を取り巻く経済状況は地域間格差による長引く景気
低迷から未だ所得の向上が見込めない。このような中で、税源移譲により住民税が増
額となるなど、今まで以上に滞納額は増加すると予想される。
　これを解消するために滞納税の回収を図り、また悪質な滞納者に対しては強制執行
を実施することで収納率の向上を図る必要がある。
　また、住宅新築資金等貸付事業については、現在は貸付事業が終了して、その計画
的な回収が課題である。

（１）町税計画の推進
町税などの徴収率向上対策として、口座振替の一層の促進を図るとともに細やかな納
付相談を行う。滞納者については、定期的な徴収を図り、収納率の向上に努めるとと
もに、町で対応が困難な滞納者については、幡多広域租税債権管理機構に債権移管し、
納税秩序の維持に努める。

（２）住宅新築資金等回収事業の推進
債権回収に関する専門知識を持った人材を育成し、債権の健全な管理及び債権回収体
制の充実を図る。また、計画的な償還指導を行ない、償還が困難と判断される場合は、
債権回収に関する法的手続きを図る。

現況と課題

施策の体系

主要施策

現況と課題

施策の体系

主要施策

施 策 の 体 系 ■町税計画の推進
公平な税負担の確立と徴収率向上対策の推進
債権回収対策の充実

■住宅新築資金等回収事業の推進
債権回収対策の充実

自
主

財
源
の

充
実
強
化

施 策 の 体 系 ■広域行政の推進計画の推進
広域連合や一部事務組合の推進
広域的な市町村合併の検討広

域
 

行
政

現況と課題

施策の体系

主要施策
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平成18年度　黒潮町歳入歳出決算状況
※（　）内の数字は構成比

※【　】内の数字は町民１人当たりの額（平成19年3月31日現在の住民基本台帳人口13,861人で割った数字）

歳入　85億3,353万円【615,650円】

その他
12億8,573万円

( 15.1%)
【92,758円】

歳出　82億7,532万円【597,022円】

総務費
21億8,372万円

 (26.4%) 
【157,544円】 

公債費
16億7,645万円

(20.3%)
 【120,947円】 

民生費
 16億1,721万円

( 19.4%)
 【116,674円】 

衛生費
4億8,843万円

( 5.9%)
【35,238円】

農林水産業費
8億7,540万円
 (10.6%)

【63,155円】 

土木費
 3億8,821万円

( 4.7%)
【28,007円】

消防費
 2億7,123万円

( 3.3%)
【19,567円】

その他
2億7,321万円

( 3.3%)
【19,712円】

教育費
5億146万円
( 6.1%)

【36,178円】

地方交付税
37億571万円
( 43.4%)

【267,348円】

町税
7億8,347万円

( 9.2%)
【56,524円】

借金（町債）
15億4,790万円

( 18.1%)
【111,673円】

国庫支出金
4億1,616万円

( 4.9%)
【30,024円】

県支出金
7億9,456万円

( 9.3%)
【57,323円】
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歳入 歳入

歳出

歳出

黒潮町財政シミュレーション

決算額 決算額

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

平成
17年
度 

平成
18年
度 

平成
19年
度 

平成
20年
度 

平成
21年
度 

平成
22年
度 

平成
23年
度 

平成
24年
度 

平成
25年
度 

平成
26年
度 

平成
27年
度 

平成
17年
度 

平成
18年
度 

平成
19年
度 

平成
20年
度 

平成
21年
度 

平成
22年
度 

平成
23年
度 

平成
24年
度 

平成
25年
度 

平成
26年
度 

平成
27年
度 

町税 829,111 783,474 847,404 844,162 804,172 804,274 805,013 767,221 764,623 762,522 728,195

地方譲与税等 326,071 356,511 257,544 257,544 257,544 256,624 256,624 256,624 256,624 256,624 256,624

地方交付税 3,548,783 3,705,707 3,718,741 3,619,838 3,447,574 3,383,239 3,241,648 3,318,794 3,398,220 3,413,944 3,419,565

国・県支出金 1,036,753 1,215,287 1,062,013 1,213,850 1,451,625 1,043,775 663,076 798,078 1,003,186 972,198 636,153

繰入金 430,337 435,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方債 626,700 1,547,900 688,200 1,274,600 1,371,200 857,800 432,000 359,400 982,200 915,800 166,100

その他 479,076 479,730 351,381 375,014 358,464 346,464 533,964 527,514 537,514 529,139 413,514

合　　　　計 7,276,831 8,524,511 6,925,283 7,585,008 7,690,579 6,692,175 5,932,325 6,027,630 6,942,367 6,850,226 5,620,150

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

人件費 1,918,063 1,831,796 1,731,073 1,764,497 1,770,229 1,694,389 1,734,058 1,694,162 1,582,256 1,521,984 1,559,398

物件費 715,700 761,398 852,784 827,200 832,384 808,313 784,964 784,964 784,964 784,964 784,964

扶助費 320,148 301,090 304,101 307,142 310,213 313,315 316,449 316,449 316,449 316,449 316,449

補助費等 926,629 655,093 655,093 633,650 633,650 633,650 633,650 633,650 633,650 633,650 633,650

投資的経費 731,854 1,006,756 1,076,318 2,120,473 2,452,102 1,628,183 936,070 992,381 1,859,336 1,749,883 510,190

公債費 1,182,164 1,706,069 1,236,149 1,305,133 1,258,278 1,246,530 1,285,914 1,308,121 1,294,179 1,288,131 1,269,120

繰出金 584,530 604,317 642,545 642,545 642,545 642,545 642,545 642,545 642,545 642,545 642,545

その他 648,800 1,373,547 231,503 74,835 74,835 74,835 74,835 74,835 74,835 74,835 74,835

合　　　　計 7,027,888 8,240,066 6,729,566 7,675,476 7,974,238 7,041,761 6,408,485 6,447,106 7,188,214 7,012,441 5,791,150

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

単年度収支差引 248,943 284,445 195,717 -90,468 -283,658 -349,585 -476,160 -419,476 -245,848 -162,214 -171,000

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

基金残高 (財政調整) 785,621 946,296 1,142,013 1,051,545 767,887 418,301 0 0 0 0 0

基金残高 (減債) 579,013 149,571 149,571 149,571 149,571 149,571 91,712 0 0 0 0

基金残高 (特目果実運用以外) 481,796 689,616 846,284 846,284 846,284 846,284 846,284 518,520 272,673 110,458 0

基金残高 (特目果実運用) 346,581 1,231,076 1,243,892 1,256,708 1,269,524 1,282,340 1,282,340 1,295,156 1,307,972 1,320,788 1,162,604

基金残高 (総額) 2,193,011 3,016,559 3,381,760 3,304,108 3,033,266 2,696,496 2,220,336 1,813,676 1,580,645 1,431,246 1,162,604

費　　目 

費　　目 

費　　目 

費　　目 

黒　潮　町

決算額 決算額 黒　潮　町

決算額 決算額 黒　潮　町

決算額 決算額 黒　潮　町

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

収支差引

基金残高

0
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その他
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各種財政指標市町村別一覧表
（平成18年度決算見込）

全
0.53

全
90.3

県
0.26

県
93.5

順 市町村名 数値

財政力指数
（３ヶ年平均）

高知市

南国市

春野町

いの町

須崎市

宿毛市

四万十市

土佐市

香南市

香美市

佐川町

安芸市

土佐清水市

日高村

芸西村

室戸市

土佐町

黒潮町

四万十町

田野町

越知町

北川村

奈半利町

仁淀川町

本山町

中土佐町

馬路村

安田町

大豊町

津野町

大月町

東洋町

大川村

梼原町

三原村

梼原町

津野町

土佐市

大豊町

仁淀川町

香美市

芸西村

香南市

大月町

佐川町

馬路村

南国市

宿毛市

土佐町

北川村

いの町

四万十町

土佐清水市

越知町

三原村

黒潮町

中土佐町

安田町

春野町

本山町

高知市

東洋町

日高村

安芸市

四万十市

大川村

田野町

須崎市

室戸市

奈半利町

0.60

0.56

0.42

0.40

0.40

0.39

0.39

0.37

0.35

0.32

0.31

0.30

0.28

0.28

0.27

0.25

0.25

0.23

0.23

0.20

0.20

0.19

0.18

0.18

0.18

0.18

0.17

0.17

0.17

0.16

0.14

0.14

0.13

0.13

0.13

1

2

3

4

4

6

6

8

9

10

11

12

13

13

15

16

16

18

18

20

20
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23

23

23

23

27

27

27

30

31

31

33

33

33

順 市町村名 数値

78.3

79.9

84.4

86.1

89.8

89.9

90.0

90.4

90.6

90.7

91.2

91.6

91.6

91.7

91.9

92.5

92.5

92.8

94.1

94.3

94.4

94.6

94.7

94.7

95.2

95.3

95.3

95.5

97.3

97.6

98.7

98.8

99.1

99.9

102.3
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4
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7

8

9
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経常収支比率

準
警
戒
エ
リ
ア
警
戒
エ
リ
ア

危
険
エ
リ
ア

県
26.9

春野町

芸西村

土佐市

土佐町

室戸市

大川村

香美市

東洋町

いの町

宿毛市

四万十市

中土佐町

大豊町

三原村

本山町

香南市

土佐清水市

日高村

仁淀川町

佐川町

越知町

馬路村

南国市

黒潮町

四万十町

高知市

須崎市

北川村

大月町

安田町

奈半利町

田野町

梼原町

安芸市

津野町

順 市町村名 数値

16.2

16.6

17.1

20.4

20.6

21.0

21.1

21.3

21.6

21.9

22.5

22.5

23.2

23.8

24.0

24.8

25.1

25.7

26.8

26.9

28.0

28.3

28.6

28.6

28.7

29.8

30.2

30.7

31.2

31.7

33.0

33.6

33.8

35.1

40.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

公債費負担比率

警
戒
エ
リ
ア

危
険
エ
リ
ア

県
18.9

全
15.1

芸西村

中土佐町

土佐市

梼原町

黒潮町

津野町

越知町

香美市

佐川町

春野町

四万十町

田野町

北川村

香南市

馬路村

室戸市

仁淀川町

土佐清水市

いの町

東洋町

四万十市

安田町

宿毛市

土佐町

高知市

南国市

奈半利町

大豊町

大月町

三原村

大川村

日高村

本山町

須崎市

安芸市

順 市町村名 数値

12.0

12.3

12.8

13.1

13.7

15.7

15.8

15.9

16.0

16.1

16.5

16.6

16.6

17.5

17.5

17.9

17.9

18.1

18.1

18.6

19.0

19.4

19.6

20.1

20.2

20.2

20.2

20.6

21.3

21.5

22.4

22.5

24.1

24.5

27.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

14

16

16

18

18

20

21

22

23

24

25

25

25

28

29

30

31

32

33

34

35

実質公債費比率

準
警
戒
エ
リ
ア
警
戒
エ
リ
ア

危
険
エ
リ
ア

協
議

許
可

（３ヶ年平均）

県
18.8

大豊町

土佐市

梼原町

津野町

春野町

北川村

黒潮町

中土佐町

芸西村

香美市

大月町

佐川町

仁淀川町

香南市

馬路村

越知町

室戸市

東洋町

四万十町

大川村

四万十市

田野町

安田町

いの町

土佐町

宿毛市

高知市

土佐清水市

奈半利町

南国市

日高村

本山町

三原村

須崎市

安芸市

順 市町村名 数値

9.5

11.4

12.2

13.1

13.6

13.9

14.0

14.3

14.4

14.9

16.4

16.7

17.1

17.5

17.7

17.8

18.1

18.2

18.2

18.3

18.8

19.6

19.7

19.7

19.9

20.1

20.2

20.3

20.3

21.3

21.4

22.9

23.1

23.9

28.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

20

21

22

23

23

25

26

27

28

28

30

31

32

33

34

35

実質公債費比率

準
警
戒
エ
リ
ア

警
戒
エ
リ
ア

危
険
エ
リ
ア

（単年度比率）

制限　

県
14.9

梼原町

三原村

黒潮町

東洋町

土佐町

芸西村

越知町

土佐市

佐川町

中土佐町

春野町

いの町

香美市

北川村

津野町

室戸市

四万十町

四万十市

馬路村

大豊町

大川村

香南市

仁淀川町

宿毛市

土佐清水市

田野町

本山町

奈半利町

日高村

安田町

高知市

須崎市

大月町

南国市

安芸市

順 市町村名 数値

5.9

7.0

8.9

9.6

9.9

10.2

10.2

11.0

11.2

11.4

11.8

11.9

12.1

12.3

12.8

13.1

13.2

13.3

13.3

13.4

13.8

14.2

14.2

14.4

14.9

14.9

14.9

16.2

16.4

16.6

17.0

17.1

17.7

18.2

24.0

1

2

3

4

5

6

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

20

21

22

22

24

25

25

25

28

29

30

31

32

33

34

35

起債制限比率

準
警
戒
エ
リ
ア

警
戒
エ
リ
ア

危
険
エ
リ
ア

全
11.3

（３ヶ年平均）

県
280.3

春野町

土佐町

本山町

芸西村

越知町

土佐市

梼原町

香美市

いの町

東洋町

佐川町

中土佐町

北川村

宿毛市

仁淀川町

大豊町

津野町

黒潮町

四万十市

日高村

南国市

大月町

馬路村

田野町

室戸市

大川村

香南市

四万十町

土佐清水市

三原村

安田町

奈半利町

安芸市

須崎市

高知市

順 市町村名 数値

154.1 

158.3 

160.5 

165.6 

187.1 

193.1 

196.1 

197.8 

202.6 

206.9 

211.0 

216.4 

217.8 

218.3 

222.5 

224.4 

231.7 

234.5 

234.6 

236.8 

237.3 

241.3 

252.8 

257.4 

258.9 

261.9 

263.8 

265.3 

269.4 

273.8 

293.4 

306.2 

339.5 

360.6 

361.1 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

地方債現在高比率

準
警
戒
エ
リ
ア

警
戒
エ
リ
ア

危
険
エ
リ
ア

梼原町

馬路村

北川村

芸西村

奈半利町

田野町

安田町

三原村

いの町

中土佐町

津野町

土佐市

黒潮町

佐川町

大川村

仁淀川町

香美市

土佐町

大豊町

香南市

四万十町

本山町

越知町

日高村

東洋町

四万十市

宿毛市

安芸市

春野町

南国市

室戸市

大月町

須崎市

高知市

土佐清水市

順 市町村名 数値

218.4 

183.7 

172.1 

162.9 

154.6 

150.7 

138.3 

114.4 

90.0 

89.5 

80.3 

72.2 

69.3 

67.4 

65.7 

65.4 

57.6 

56.6 

55.4 

52.7 

47.0 

44.6 

43.1 

42.5 

40.3 

31.8 

30.0 

28.7 

23.5 

20.8 

17.6 

15.5 

10.9 

10.5 

10.5 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

34

積立金現在高比率

高知市

南国市

四万十市

香南市

香美市

土佐市

いの町

須崎市

宿毛市

四万十町

安芸市

室戸市

土佐清水市

春野町

佐川町

黒潮町

中土佐町

仁淀川町

越知町

津野町

大月町

日高村

大豊町

土佐町

梼原町

本山町

芸西村

奈半利町

東洋町

安田町

田野町

三原村

北川村

馬路村

大川村

順 市町村名 人口（H17国調）

333,484

50,758

37,917

33,541

30,257

30,011

27,068

26,039

24,397

20,527

20,348

17,490

17,281

15,506

14,447

13,437

8,320

7,347

6,952

6,862

6,437

5,895

5,492

4,632

4,625

4,374

4,208

3,727

3,386

3,297

3,236

1,808

1,478

1,170

538

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

人口

準
警
戒
エ
リ
ア

警
戒
エ
リ
ア

危
険
エ
リ
ア

県
39.7

●経常収支比率
毎年経常的に支出される経費を毎年経常的に収入される一般財源(自由に使えるお金）で割ったものである。低いほど自由に使えるお金があることになる。
●実質公債費比率
標準的な収入に対する借金返済額の割合で、この比率が18パーセント以上の団体は、地方債（借金）の発行に際し許可が必要となり、25パーセント以上の団体は地方債（借金）が制限される。

単位：人

18.0
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１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1号

1号

1号

1号

2号

3号

4号

4号

5号

5号

5号

5号

5号

5号

5号

5号

5号

5号

5号

5号

6号

6号

6号

7号

7号

7号

7号

7号

西村　策雄

坂本　あや

西村　將伸

下村　勝幸

都築　武夫

大西　章一

徳廣　誠司

村越　豊年

平野　幸俊

森　　義彦

明神　努

澳本　健也

小永　正裕

土居　忠

河野　裕

文野　冴子

浜町　チカ子

国見　務

宮地　優典

芝　　茂

田辺　俊夫

谷　　祀雄

鶴島　千代一

武政　俊博

山﨑　宇治長

朝比奈　善吉

小林　とよ

入野　隆

黒潮町総合振興計画審議会委員

番号 委員番号 氏名 所属（任期）
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黒潮町大方地域審議会委員

１

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

区長

区長

区長

農業団体

農業団体

漁業団体

林業団体

林業団体

商工団体

社会教育団体

社会教育団体

学校教育団体

学校教育団体

女性団体

高齢者団体

社会福祉

社会福祉

学識経験者

公募

国見　　務

宮地　優典

田辺　　守

平野　幸敏

森　　義彦

澳本　健也

酒井　博一

金子　米美

河野　　裕

益永　隆雄

吉村　　脩

平野　義彦

澳本　哲也

文野　冴子

小橋　容之

福留むつ代

篠田　光男

田辺　　孝

小松　泰明

大方地区区長会   （H18.11.1～H20.3.31）

大方地区区長会   （H20.4.1～H22.3.31）

大方地区区長会   （H18.11.1～H22.3.31）

高知はた農業協同組合大方支所 （H18.11.1～H20.3.31）

高知はた農業協同組合大方支所 （H20.4.1～H22.3.31）

大方町漁協協同組合  （H18.11.1～H20.3.31）
高知県漁業協同組合佐賀支所 （H20.4.1～H22.3.31）

幡東森林組合   （H18.11.1～H20.3.31）

幡東森林組合   （H20.4.1～H22.3.31）

黒潮町商工会   （H18.11.1～H22.3.31）

黒潮町人権教育研究協議会 （H18.11.1～H22.3.31）

大方体育会   （H18.11.1～H20.3.31）
黒潮町体育会   （H20.4.1～H22.3.31）

大方町小・中学校PTA連合会 （H18.11.1～H20.3.31）

黒潮町小・中学校PTA連合会 （H20.4.1～H22.3.31）

黒潮町大方婦人連合会  （H18.11.1～H22.3.31）

黒潮町老人クラブ連合会  （H18.11.1～H20.3.31）

黒潮町社会福祉協議会  （H18.11.1～H20.3.31）

黒潮町社会福祉協議会  （H20.4.1～H22.3.31）

    （H18.11.1～H22.3.31）

    （H18.11.1～H22.3.31）

番号 部門 氏名 所属（任期）

黒潮町佐賀地域審議会委員

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

商工団体

農業団体

林業団体

漁業団体

漁業団体

社会教育団体

社会教育団体

社会教育団体

社会福祉

青年団体

青年団体

高齢者団体

区長

区長

区長

公募

学識経験者

学識経験者

田中　　稔

生駒　好彦

岸本　四郎

明神　　務

浜岡　直春

今西　幸晴

石井　一代

浜岡　秀男

矢野　　元

奥田　牧男

岸本　圭吉

浜田　虎意

西村　和男

山下　正男

芝　　　茂

前田　寿郎

鶴島千代一

浜田　佐恵

黒潮町商工会  （H18.11.1～H22.3.31）

高知はた農業協同組合佐賀支所 （H18.11.1～H22.3.31）

幡東森林組合  （H18.11.1～H22.3.31）

佐賀町漁業協同組合  （H18.11.1～H20.3.31）

高知県漁業協同組合伊田支所 （H20.4.1～H22.3.31）

佐賀中学校PTA  （H18.11.1～H20.3.31）

佐賀中学校PTA  （H20.4.1～H22.3.31）

黒潮町人権教育研究協議会  （H18.11.1～H22.3.31）

黒潮町社会福祉協議会  （H18.11.1～H22.3.31）

佐賀町漁業協同組合青年部  （H18.11.1～H20.3.31）

高知県漁業協同組合佐賀支所 （H20.4.1～H22.3.31）

黒潮町老人クラブ連合会  （H18.11.1～H22.3.31）

佐賀地域区長会  （H18.11.1～H22.3.31）

佐賀地域区長会  （H18.11.1～H22.3.31）

佐賀地域区長会  （H18.11.1～H22.3.31）

  （H18.11.1～H22.3.31）

  （H18.11.1～H22.3.31）

  （H18.11.1～H22.3.31）

番号 部門 氏名 所属（任期）
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　黒潮町にとって最初の総合振興計画策定については、自らが町の将来像を明らかに
し、その実現に向けた施策の基本的方向を見定めるために、従来の民間シンクタンク

（コンサル会社）の支援を受ける方法ではなく、町職員と住民の協働により作成する
方法にこだわり実施しました。従って、住民意向調査及びワークショップ等のプログ
ラム開発、実施、分析、さらには本文校正までの全てが「手づくり」となっております。
また、大方町・佐賀町合併協議会の策定した「黒潮町建設計画」との整合性を重視し
ながら、具体的に次のような取り組みを行ってきました。

年
月
日 

 

内
容

平
成
18
年
10
月 

黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会
委
員
公
募

平
成
19
年
２
月 

第
１
回
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会

 
 

◉
旧
佐
賀
町
・
旧
大
方
町
の
総
合
振
興
計
画
の
進
捗
状
況
の
総
括

 
 

◉
第
一
次
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
策
定
方
針
に
つ
い
て

 

５
月 

各
課
基
本
計
画
シ
ー
ト
及
び
目
標
項
目
調
査

 
 

第
１
回
元
気
づ
く
り
ワ
ー
キ
ン
グ
委
員
会
（
黒
潮
町
職
員
代
表
19
名
）

 
 

第
１
回
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
策
定
委
員
会
（
黒
潮
町
役
場
執
行
機
関
会
議
18
名
）

 

６
月 

第
２
回
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会

 
 

◉
策
定
方
針
の
修
正
（
修
正
１
）

 
 

◉
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
及
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
に
つ
い
て

 
 

◉
各
課
基
本
計
画
シ
ー
ト
及
び
目
標
項
目
調
査
に
つ
い
て

 
 

◉
黒
潮
町
行
政
改
革
大
綱
に
つ
い
て

 

７
月 

第
１
回
黒
潮
町
大
方
地
域
審
議
会

 
 

◉
第
一
次
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
策
定
方
針
に
つ
い
て

 
８
月 

第
２
回
元
気
づ
く
り
ワ
ー
キ
ン
グ
委
員
会

 
 

第
２
回
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
策
定
委
員
会

 
 

第
１
回
黒
潮
町
佐
賀
地
域
審
議
会

 
 

◉
第
一
次
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
策
定
方
針
に
つ
い
て

 

９
月 

第
３
回
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会

 
 

◉
策
定
方
針
修
正
（
修
正
２
）

 
 

◉
総
合
振
興
計
画
策
定
に
係
る
住
民
意
向
調
査
報
告

 
 

◉
総
合
振
興
計
画
骨
格
に
つ
い
て

 
 

◉
地
区
別
懇
談
会
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）
の
実
施
に
つ
い
て

 

10
月 

第
３
回
元
気
づ
く
り
ワ
ー
キ
ン
グ
委
員
会

 
 

第
３
回
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
策
定
委
員
会

 

11
月

 

12
月 

第
４
回
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会

 
 

◉
地
区
別
懇
談
会
（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）
報
告

 
 

◉
基
本
構
想
及
び
基
本
計
画
素
案
に
つ
い
て

平
成
20
年
１
月 

黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会
小
委
員
会
（
第
１
回
）

 
 

◉
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

 

２
月 

黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会
小
委
員
会
（
第
２
・
３
回
）

 
 

◉
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

 

３
月 

第
４
回
元
気
づ
く
り
ワ
ー
キ
ン
グ
委
員
会

 
 

第
４
回
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
策
定
委
員
会

 
 

第
５
回
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会

 
 

◉
町
長
よ
り
第
一
次
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
案
を
諮
問

 
 

◉
基
本
構
想
及
び
基
本
計
画
原
案
に
つ
い
て

 
 

◉
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

 
 

第
２
回
黒
潮
町
大
方
地
域
審
議
会

 
 

◉
町
長
よ
り
第
一
次
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
案
を
諮
問

 
 

第
２
回
黒
潮
町
佐
賀
地
域
審
議
会

 
 

◉
町
長
よ
り
第
一
次
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
案
を
諮
問

 

４
月 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
各
区
長
）

 
 

黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会
委
員
公
募
（
任
期
満
了
に
よ
り
）

 

５
月 

黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会
委
員
委
嘱

 
 

第
６
回
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会

 
 

◉
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
審
議
会
答
申

 
 

第
３
回
黒
潮
町
大
方
地
域
審
議
会

 
 

◉
黒
潮
町
大
方
地
域
審
議
会
答
申

 
 

第
３
回
黒
潮
町
佐
賀
地
域
審
議
会

 
 

◉
黒
潮
町
佐
賀
地
域
審
議
会
答
申

 

６
月 

第
一
次
黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
（
基
本
構
想
）
議
決

黒
潮
町
総
合
振
興
計
画
策
定
の
経
過
報
告

住民アンケート調査
一般住民：1,000 人
大方高校生：177 人
町内中学生：116 人

地域担当職員による
住民の声ヒアリング

まちづくり
地区別懇談会
（ワークショップ）

町内14会場で実施

第一次黒潮町総合振興計画策定　 の経過
①住民意向調査をアンケート方式で、一般住民（1,000 名）、大方高校生徒（177 名）、
町内中学生（116 名）を対象に実施した。
②地域担当職員により、各地域の声をヒアリングした。
③「まちづくり地区別懇談会（ワークショップ）」を町内１４箇所で実施した。
④原案については、ホームページ上で公開し、広くパブリックコメントを募集すると
ともに、各地区の区長からも意見を募った。
⑤黒潮町長が、黒潮町総合振興計画審議会、黒潮町佐賀地域審議会、黒潮町大方地域
審議会の各審議会へ諮問をし、それぞれから答申を受けた。
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